
令和6年度「消費者月間」の統一テーマ

デジタル時代に求められる消費者力とは
　デジタル化や AI などの技術が急速に進展し、そのスピードはかつてないほど速くなっています。私たちを取り
巻く取り引きやサービス・コミュニケーションも急速に変化し、利便性が増す一方でリスクも多様化しています。
　デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解・さまざまな情報の中から正しいものを見極める力などとともに、「気付
く・断る・相談する」という基礎的な力も引き続き高めていくことが必要です。この機会に、デジタル時代の消費生活を楽
しむため、私たちに求められる「消費者力」とは何かを考えてみましょう。

実在する組織をかたるフィッシングメールに注意！
　全国の消費生活センターに、「フィッシング」に関する相談が数多く寄せられています。フィッシングとは、
通販サイトやクレジットカード・携帯電話会社などの事業者や公的機関など、実在する組織をかたるメール
を送信し、パスワードや ID・クレジットカード番号などの個人情報を詐取し、クレジットカードなどを不正
利用することを言います。フィッシング対策には日頃からの心構えが大切です。

　　　　大手通販サイトから「会
員満期通知」という件名でメー
ルが届いた。メールを開き「会
員ログイン」という記載があっ
たのでタップし、クレジットカ
ード番号を入力した。しばらく
してクレジットカード会社から
連絡があり、身に
覚えのない５万円
が使われたことが
分かった。
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〈事業者や公的機関などから SMS やメールが届いたときは〉
・日ごろ利用している事業者などからでも、フィッシングを疑う
・�メール本文の URL にはアクセスせず、公式のサイトやアプリから

アクセスする
・ 事業者などの公式サイトでフィッシングに関する情報がないか確

認する
〈日ごろからの事前対策〉
・セキュリティソフトや携帯電話会社の対策サービスを活用する
・ID・パスワードなどの使いまわしをしない
・�クレジットカードやスマホ決済などの利用限度額を必要最低限の

金額に設定し、利用明細をこまめに確認する

事例

フィッシングサイトに
アクセスしてしまったら…

・ID・パスワード、クレジットカード番号などは絶対に入力しない
・フィッシングサイト上のアプリをダウンロードしない

　同センターは、さまざまな消費者トラブルの相談窓口です。消費者と事業者の間で起きたトラブルについて、
消費生活相談員が解決のための助言や、必要に応じてあっせんを行っています。困ったときや分らないことがあ
るときは一人で悩まず気軽に相談してください。

フィッシングサイトに
情報を入力してしまったら

・同じID・パスワードなどを使いまわしているサービスを含め、すぐに変更する
・クレジットカード会社や金融機関などに連絡する
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